
 

別表３ 国際アウトローミング利用料 

   １ 通話モードに係るもの 

    (1) (2)以外のもの 
 

区   分 

在圏する国又は地域

の電気通信設備への

通信 

日本の電気通信設備

への通信 

左２欄以外の国又は

地域の電気通信設備

への通信 

１分までごとに次の料金額 

グループ１ 50円 125円 265円 

グループ２ 75円 175円 265円 

グループ３ 75円 280円 280円 

グループ４ 75円 380円 380円 

グループ５ 80円 180円 280円 

グループ６ 80円 280円 280円 

グループ７ 80円 380円 380円 

グループ８ 125円 140円 265円 

グループ９ 130円 380円 380円 

グループ10 130円 580円 580円 

グループ11 125円 380円 380円 

グループ12 480円 880円 880円 

グループ13 180円 480円 480円 

グループ14 580円 980円 980円 

グループ15 650円 650円 650円 

 
（注）在圏する国又は地域の範囲は、その国際アウトローミングを提供する外国の電気通信事

業者の定めるところによります。 



 

    (2) 国際アウトローミングに係る電気通信回線へ着信した通信に係るもの 
 

ドコモ公式ホームページの「対応エリア・通話料・通信料を調べる」をご参照ください。 

https://www.nttdocomo.co.jp/service/world/roaming/area/ 



 

   ２ 64kb/sデジタル通信モードに係るもの 

    (1) (2)以外のもの 
 

区   分 

在圏する国又は地域

の電気通信設備への

通信 

日本の電気通信設備

への通信 

左２欄以外の国又は

地域の電気通信設備

への通信 

１分までごとに次の料金額 

グループ１ 100円 380円 380円 

グループ２ 280円 480円 480円 

グループ３ 100円 280円 280円 

グループ４ 210円 410円 410円 

グループ５ 280円 580円 580円 

グループ６ 280円 680円 680円 

 
（注）在圏する国又は地域の範囲は、その国際アウトローミングを提供する外国の電気通信事

業者の定めるところによります。 

    (2) 国際アウトローミングに係る電気通信回線へ着信した通信に係るもの 
 

ドコモ公式ホームページの「対応エリア・通話料・通信料を調べる」をご参照ください。 

https://www.nttdocomo.co.jp/service/world/roaming/area/ 
 



 

   ３ データ通信モード（FOMA契約においては、「パケット通信モード」と読み替えます。

以下同じとします。）に係るもの 

    ３－１ ３－２、３－３以外のもの 

(1) (2)以外のもの 

１セッションごとに 
 

料    金    額 

１課金対象パケットごとに 0.2円 

 
(2) 特定の外国の電気通信事業者が提供する国際アウトローミングを利用して行っ

たデータ通信モードによる通信に係るもの 

１日ごとに 
 

区   分 料  金  額 

１日における課金対象パケット数  

 10,000課金対象パケット以下

のとき 

１課金対象パケットごとに 0.2円 

 10,000課金対象パケットを超

え120,000課金対象パケット以

下のとき 

2,000円 

 120,000課金対象パケットを超

えるとき 

120,000課金対象

パケット以下の

部分 

2,000円 

  120,000課金対象

パケットを超え

る部分 

１課金対象パケットごとに 0.2円 

備考 

１ 上記の料金額は、別表１（国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者）に

おいて事業者名に◆が付された外国の電気通信事業者（以下この欄において「特定外

国事業者」といいます。）が提供する国際アウトローミングを利用して行ったデータ通

信モード（FOMA契約においては、ｉモード等通信を除きます。）による通信（以下この

欄において「対象通信」といいます。）を行った場合に適用となります。 

２ 特定外国事業者が提供する国際アウトローミングを利用して行った対象通信に関す

る料金については、１のセッションの課金対象パケット数を、そのセッションの切断

があった日における課金対象パケット数として１日における累計の課金対象パケット

数を計算して、上記の料金額を適用します。この場合において、セッションの設定が

１時間以上継続された対象通信に係る料金については、セッションの設定の開始時刻

から起算して１時間毎に通信の切断があったものとみなして取り扱います。 

３ 上記の料金額が適用される日について、利用の一時中断、利用停止その他の理由に

より国際アウトローミングを利用することができない時間があった場合でも、上記の

料金額の規定により計算した国際アウトローミング利用料の支払いを要します。 
 
 



 

    ３－２ ｉモード等通信に係るもの 

１セッションごとに 
 

区 分 料   金   額 

グループＡ 50課金対象パケット以下の部分 50円 

 50課金対象パケットを超える部分 １課金対象パケットごとに 0.2円 

グループＢ 100課金対象パケット以下の部分 100円 

 100課金対象パケットを超える部分 １課金対象パケットごとに 0.2円 

 
    ３－３ Xiユビキタス／FOMAユビキタスに係るもの 

１セッションごとに 
 

料    金    額 

１課金対象パケットごとに 0.2円 

 
   ４ ショートメッセージ通信モードに係るもの 

送信１回ごとに 
 

区     分 料  金  額 

グループ１ 下欄以外のもの 100円 

グループ２ OnAir Switzerland Sàrl、AeroMobile AS,

及びTelenor Maritime AS、AT&T Mobil ity 

LLC、Landssími Íslands hf.、Vodafone Malta 

Limitedの船舶に係るもの 

170円 

 


